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吉
村
　
子
ど
も
手
当
て

を
捻
出
す
る
た
め
に
、

子
ど
も
の
い
る
世
帯
な

ど
へ
の
軽
減
措
置
で
あ

る
所
得
税
と
住
民
税
の

一
般
扶
養
控
除
の
廃
止

を
所
得
税
で
は
1
1
年
度

か
ら
、
住
民
税
で
は
1
2

年
度
か
ら
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
扶
養
控

除
の
廃
止
に
よ
り
、
課

税
の
対
象
者
は
何
世
帯

か。山
本
税
務
課
長

子
ど
も
手
当
が
支
給

に
な
り
扶
養
控
除
が
減

る
こ
と
に
よ
っ
て
非
課

税
世
帯
の
状
態
は
、
住

民
税
に
あ
っ
て
は
2
1
年

度
非
課
税
人
数
1
万
2

千
8
5
3
人
で
、
う
ち
扶
養

控
除
が
な
く
な
る
こ
と

に
よ
り
5
0
0
人
程
度
が
新

た
に
課
税
に
な
る
見
込

み
で
、
世
帯
数
に
す
る

と
、
1
0
0
世
帯
ぐ
ら
い
が

非
課
税
か
ら
課
税
世
帯

に
な
る
と
予
想
を
し
て

いる。
吉
村
　
扶
養
控
除
の
廃

止
に
よ
り
、
介
護
保
険
、

保
育
科
、
公
営
住
宅
の

入
居
料
な
ど
へ
の
増
税

の
影
響
は
。

柴
町
民
課
長

保
育
科
の
算
定
に
つ

い
て
は
、
前
年
度
の
所

得
税
額
を
算
定
基
礎
と

し
て
お
り
、
所
得
課
税

が
上
れ
ば
現
行
の
、
こ

の
段
階
別
の
階
層
で
は

上
る
可
能
性
が
あ
る
。

国
保
の
医
療
給
付
の

な
か
で
非
課
税
か
ら
課

税
に
な
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
高
額
医
療
、
入
院

時
の
食
事
減
額
等
の
限

度
額
証
が
発
行
で
き
な

い
世
帯
が
で
き
、
そ
う

い
っ
た
方
に
と
っ
て
は

大
変
厳
し
い
状
況
と
考

え
て
い
る
。

同
健
康
福
祉
課
長

介
護
保
険
へ
の
影
響

は
、
現
在
6
段
階
で
保

険
料
が
設
定
さ
れ
て
お

り
非
課
税
世
帯
に
属
す

る
方
に
つ
い
て
は
、
本

人
収
入
が
8
0
万
以
下
か

以
上
か
で
2
段
階
、
3

段
階
と
い
う
下
の
階
層

に
な
っ
て
い
る
が
、
課

税
世
帯
に
な
る
と
、
段

階
が
上
っ
て
く
る
。
ま

た
、
給
付
に
お
い
て
も

自
己
負
担
上
限
額
中
、

食
事
等
の
負
担
額
の
影

響
が
あ
る
。

櫨
竹
建
設
課
長

公
営
住
宅
の
家
賃
へ

の
影
響
は
現
時
点
で
は
、

直
接
影
響
が
な
い
と
考

え
て
い
る
。

法
で
実
施
を
し
た
い
と

考
え
て
お
り
、
現
在
制

度
に
つ
い
て
の
規
定
を

整
備
し
、
2
2
年
4
月
か

ら
よ
り
利
用
し
や
す
い

制
度
と
な
る
よ
う
に
準

備
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
質
問

高
齢
者
の
救
急
医
療

情
報
キ
ッ
ト
の
取
り
組

み

介
護
用
具
の
立
て
替
え

の
改
善
を

準
備
を
進
め
て
い
る

吉
村
　
住
宅
の
改
修
や

介
護
用
具
の
購
入
に
は

金
額
立
て
替
え
が
必
要

な
た
め
、
利
用
し
や
す

い
受
領
委
任
払
い
に
で

き
な
い
か
。

岡
健
康
福
祉
課
長

受
領
委
任
払
い
の
方


